
 
 
１４．「(4)常時使用労働者数」 

  「(5)雇用保険被保険者数」 

  「(6)免除対象高年齢労働者数」 

   の前年度情報を自動入力する場合は、 
  「入力支援」ボタンをクリックしてください。 
   
          

申告書入力画面（入力支援） 

１５ 



１６ 

１５．設定してよろしければ 
  「ＯＫ」ボタンをクリックしてください。 



１７ 

前年度情報が入力されますのでご確認ください。 



申告書入力画面（項目説明） 

１８ 

 各項目の先頭番号をクリックしていただくと、 
各項目の説明文が表示されます。 



１９ 

 各項目の説明文が表示されます。 



申告書入力画面（納付回数の設定） 

２０ 

１６．入力が終了しましたら、 
 「チェックボックス」にチェックを 
   入れてください。 

 社会保険労務士の方が申告を行う場合は、 
こちらの項目にも入力をお願いします。 



２１ 

※ 入力した内容に間違いがある場合、エラーメッセージが表示されます。 
 表示されたメッセージに従い、入力内容を修正してください。 
（修正後、再度「チェックボックス」にチェックを入れてください。） 

１７．このメッセージが表示されましたら、 
 「ＯＫ」ボタンをクリックしてください。 



２２ 

１８．項番３０（１７）の納付回数が入力されていない場合は、このメッセージが表示されます。 
    納付回数が１回でよろしければ「ＯＫ」ボタンをクリックしてください。 
  延納を希望する場合は、「キャンセル」ボタンをクリックし、項番３０（１７）に納付回数を 
   入力してください。 



２３ 

納付回数が１回で設定されます。 



申告書入力画面（充当額の自動計算） 

２４ 

 
１９．手順１８で納付回数を設定された方については、 
   再度「チェックボックス」にチェックを入れてください。 
 



２５ 

２０．申告済概算保険料額が確定保険料額より大きい場合、このメッセージが表示されます。 
  全額当年度概算保険料への充当を希望される場合は、何も入力しないで「ＯＫ」ボタンを 
    クリックしてください。 
   還付を希望される場合は、ご希望の還付額を入力してから「ＯＫ」ボタンをクリックしてください。 
  還付額の上限については「 ～円まで可能です」と表示されます。） 

 
例： 本マニュアルの申請の場合、448,000円について充当と還付を選択可能になっています。 
  還付額に48,000円と入力された場合、残りの400,000円は充当額に振り分けられます。 

 



２６ 

 充当額と還付額が入力されますので 
ご確認ください。 



申告書入力画面（入力チェック） 

２７ 

２１．チェックボックスにチェックを入れた後、 
 「入力可能な計算項目の計算」（Ｐ２１）にてエラーメッセージが表示されない場合は、 
 「入力チェック」ボタンをクリックしてください。 

 
※ 必須項目に入力がない等のエラーがある場合、エラーメッセージの画面が表示されます。 
 表示されたメッセージに従い入力内容を修正してください。 
 （修正後、再度「チェックボックス」にチェックを入れ、「入力チェック」ボタンをクリック 
   してください。） 
   



２８ 

２２．「ＯＫ」ボタンを 
   クリックしてください。 


